
「事業環境変化対応型支援事業「専門家派遣」のご案内 

 会員組合及び組合員企業等を対象に、インボイス制度（インボイス制度対応に必要なデジタル化対応を

含む。）について、制度の周知及び普及のため、業種や要望に沿って専門家を派遣します。 

  インボイスの端数処理       社員に支払う通勤手当 

  月締めの請求書          １万円未満の仕入や経費 

  １年分の保守料の前払い      インボイスに誤りがあった場合 

  口座振替・自動引落しでの支払い  立替金の取扱い 

  交通費の特例           振込手数料の取扱い 等 

 

  電子帳簿・書類保存制度とその対応 

   対象となる帳簿・書類、電子保存を行うための要件 

  書類スキャナ保存制度とその対応 

   対象となる書類、スキャナ保存を行うための要件 

  電子取引データ保存の義務化とその対応 

   電子保存しなければならない取引データ、電子取引データ保存を行うための要件 等 

 インボイス制度が開始され、実務を行っていく上での疑問点等をお持ちの方は、本事業をご

利用ください。本事業の利用をご希望される場合やご質問等がございましたら中央会宛てご連

絡願います。 

〔実施期間〕 

  令和６年１２月１６日（月）まで（予算がなくなり次第終了となります。） 

〔募集数〕 

  会員組合及び組合員企業等：５組合等 

〔実施回数〕 

  １対象あたり原則１回 

〔費用〕 

  原則本会負担 

・・・・・・・・・・・・・・・・専門家派遣申込書・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ＦＡＸ：０９５－８２１－８０５６ 

※ＦＡＸにてお申し込みください。おって担当から日程調整等のご連絡を致します。 

名称：                 （ご担当者名：            ） 

（相談内容）※簡潔にご記入ください。 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

（派遣希望日時） 

 令和   年   月   日（  ） 午前 / 午後   時   分～ 

〇お申込み･お問合せ先 

 長崎県中小企業団体中央会 総務課 

 〒850-0031 長崎市桜町 4番 1号 長崎商工会館9階 

 TEL:095-826-3201 FAX:095-821-8056 

【相談無料】 

このようなことで

お困りではありませ

んか？ 


